
申 込 書

■ 申込にあたり、以下のアンケートにお答えください（当てはまるものにチェックしてください）

法人名 事業所名

所在地 〒

TEL メール

担当者名 役職

現在取得している
処遇改善加算等

□ 何も取っていない
□ 処遇改善加算Ⅰ □ 処遇改善加算Ⅱ □ 処遇改善加算Ⅲ
□ 特定処遇改善加算Ⅰ □ 特定処遇改善加算Ⅱ □ 処遇改善臨時特例交付金

取得を希望する
処遇改善加算

□ 処遇改善加算Ⅰ □ 処遇改善加算Ⅱ □ 処遇改善加算Ⅲ
□ 特定処遇改善加算Ⅰ □ 特定処遇改善加算Ⅱ

WEB会議の使用 □ Zoom、Teams等の対応可能 □ Zoom、Teams等の対応不可

▼▼ 送付先FAX番号 03-3831-0495 ▼▼

事業に関するお問合せ先について 個人情報の取り扱いについて

株式会社シード・プランニング 担当 新宅 (シンタク)
【 TEL 】 03-3835-9211（平日 9:30～18:00）
【 Mail 】 shintaku@seedplanning.co.jp

本申込申請書に記載いただいた個人情報は、弊社から
の連絡等、本事業の管理事務のみに利用します。
その他の事業や目的に利用することはございません。

令和4年度障害福祉分野における人材確保のための職場改善支援等業務 (宮城県委託事業)

処遇改善加算取得支援のための
個別事業所支援のご案内

処遇改善加算を算定していない事業所や、より高い区分の加算を取得したい障害福祉サービス事業所等を対象に、専
門家が個別に加算取得に必要な項目に対して具体的な実施内容に関するコンサルティングを行います。
個別支援を希望される事業所は、下記申込書にてお申込みください。
なお，支援できる事業所数に限りがあるため，個別支援を受けられない場合もございます。支援事業所の選定に当たり、
申込後に詳しい状況をお伺いするためご連絡いたします。

実施概要

 本事業の面談実施期間は令和4年8月～令和5年2月となります。
 申込が予定事業数に達した場合、調整のご連絡を行うことがございます。また、同一法人別事業所で申し込まれた場合、1ヵ所にまとめ

ての実施をお願いすることがございます。
 加算取得の申請自体は事業者で行っていただきます。申請書類の作成・申請代行等には対応できかねます。ご了承ください。

初回面談 第2回面談 第3回面談

現状診断と目標の設定 加算算定のネック解消 申請様式の最終確認

専門家を派遣して処遇改善加算の取得につながるよう支援します。最大3回の面談で加算取得のネックとなっている点を
解消して、処遇改善加算の申請ができるように支援します。
なお、個別支援は無料で受けることが可能です。

【 具体的な実施の流れ 】 ※ 期間は1～2ヵ月程度を想定しています。

面談と面談の間に資料作成等、作業をお願いすることがあります。


